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目的　在宅医療は，医師が患者の居住地まで出向いて診療する医療形態であるが，昨今ではこの在
宅医療を発展させることで医療費を抑制することが期待されている。そこで，2006年の診療報
酬改定で新設された「在宅療養支援診療所」（以下，在支診）に注目し，「在支診」の増加率
（以下，発展）と医療費の伸び率との関連について解明した。

方法　まず，在支診の統計が公開された2008年から最新の公開年である2014年までの 6年間に着目
して，国全体の「在支診」，「在支診」以外で在宅医療を提供する診療所（以下，在宅医療診療
所）や病院（以下，在宅医療病院）の数と全医療費，入院医療費，外来医療費（以下，医療費
3指標）の推移について概観した。次に，在宅医療施設と医療費の関係を明らかにするために，
これらの指標を都道府県別に集計し，基本統計量（平均値，標準偏差）とスピアマンの相関行
列を算出した。また，「在支診」の発展と医療費との関連を解明するために，医療費 3指標を
目的変数，在宅医療施設を説明変数とした重回帰分析を実施した。さらに，「在支診」の増加
率が高い地域と低い地域に分類した上で，両地域の医療費および在宅医療費の伸び率の相違に
ついて分析した。

結果　第一に，この 6年間で「在支診」が26％増加する他方で，全医療費が10.8％増加し，さらに
は全医療費に占める在宅医療費が41.9％と大幅に増加した。第二に，「在支診」は医療費 3指
標と正の相関が認められた。「全医療費」が0.60，「入院医療費」が0.53，「外来医療費」が
0.43であった。第三に，重回帰分析を実施した結果，「在支診」の増加率が「医療費」の伸び
率に正の影響を及ぼしていた。「在支診」は「全医療費」に対して正に有意で，自由度調整済
み決定係数が0.372であった。第四に，「在支診」の増加率が高い地域と低い地域では，「全医
療費」の伸び率に1.4倍，「入院医療費」の伸び率に1.5倍，「外来医療費」の伸び率に2.9倍の
差があった。これらの分析結果より，この 6年間で「在支診」が急増した地域ほど医療費が大
幅に上昇していることが明らかになった。

結論　「在支診」の発展と医療費の伸び率には正の相関があり，「在支診」の増加率が高い地域ほど
医療費の伸び率が大きい。それゆえ，「在支診」の発展が，医療費抑制に寄与するとはいえな
い。
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Ⅰ　は　じ　め　に

　在宅医療は，医師が自宅療養等を望む患者に

対して往診や訪問診療を提供する医療形態であ
るが，昨今ではこの在宅医療を発展させること
で医療費を抑制することに関心が集まってい
る1）-3）。
　その背景には，多死社会の到来に伴って病院
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医療だけですべての看取りに応じることが困難
であることや在宅療養ニーズが増加傾向にある
ことをかんがみ，国全体として病院中心の医療
から在宅医療への転換を推奨していることがあ
げられる4）。そこで，厚生労働省は，医療費適
正化計画の中で膨張する入院医療費を抑制する
ために，在宅医療に対して入院医療の受け皿的
機能や病床不足の一部を補完する役割を求めて
いる5）6）。2006年の診療報酬改定では，在宅療
養支援診療所（以下，在支診）を新設し，高額
な診療報酬を配分することで在宅医療を担う診
療所を経営面から手厚く評価した7）。その結果，
「在支診」の数は2008年時点で既に 1万施設以
上に急増したが，医療費はいまだに高騰してい
る8）。
　しかしながら，今後の在宅医療には，地域包
括ケアの役割の一部を担うことが期待されてい
ることから，多くの調整業務を遂行しなければ
ならず，医師一人で対応することが難しい9）10）。
このため，入院医療や外来医療よりも機会費用
が大きいことから，診療報酬を手厚くしている。
このことから，在宅医療を拡充化するほど医療
費が高くなる可能性があることが指摘されてお
り，特に「在支診」に対する診療報酬の極端な
引き上げは供給が需要を誘発させて，医療費を
上昇させる恐れがある11）-13）。
　そこで，本研究では，「在支診」の増加率
（以下，発展）と医療費の伸び率との関連につ
いて明らかにすることを目的とする。特に，
「在支診」以外に在宅医療を提供する診療所
（以下，在宅医療診療所）や病院（以下，在宅
医療病院）も加えた三施設（以下，在宅医療施
設）の増加率と医科医療費（以下，医療費）の
伸び率の関係を分析したので報告する。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　使用データ 
　データは，厚生労働省が管轄する医療費の動
向，医療施設調査，社会医療診療行為別調査を
用いた。分析対象とした期間は，在支診の開設
数が公開された2008年と最新の公開年である

2014年とした。分析対象は「在支診」「在宅医
療診療所」「在宅医療病院」の三施設とし，こ
れらの施設の増加率に注目した。なお，2008年
の診療報酬改定では，在宅療養支援病院が新設
されているが，先の統計では情報が公開されて
いないため対象外とした。医療費に関しては，
医療費の総額（以下，全医療費），入院医療費，
入院外医療費（以下，外来医療費）の 3指標と
各医療費に占める在宅医療費の割合と伸び率に
注目した。社会診療行為別調査では，診療行為
別に診療報酬請求点数が公表されているため，
その中の在宅医療の点数を用いて国全体の医療
費に占める在宅医療費の割合と伸び率を推計し
た。ただし，社会医療診療行為別調査には都道
府県別データがないことから，都道府県別に見
た医療費に占める在宅医療費の割合と伸び率は，
暫定的に全国平均と同一と仮定して推定した。
なお，ここでいう医療費は診療費に限定してい
るため，歯科医療費，薬剤費，入院時食事療養
費，訪問看護費，移送費・療養費等は含まれて
いない。

（ 2）　研究方法
　初めに，2008年と2014年の国全体の医療施設
数と医療費および在宅医療費の概要について分
析した。ここでは，この 6年間の医療費の伸び
率と医療費に占める在宅医療費の割合と伸び率
を推計した。次に，在宅医療施設の増加率と医
療費の伸び率の関係を明確化するために基本統
計量（平均値，標準偏差）とスピアマンの相関
行列を算出した上で順位相関係数の検定を実施
した。また，在宅医療の発展が医療費に及ぼす
影響を明確化するために，全医療費，入院医療
費，外来医療費の 3つを目的変数，在支診（X1），
在宅医療診療所（X2），在宅医療病院（X3）を
説明変数とした重回帰分析を実施した。なお，
変数選択は増減法を採用している。さらに，
「在支診」の増加率が高い地域と低い地域にお
ける医療費と在宅医療費の伸び率の差を解明す
るために，「在支診」の増加率を都道府県別に
算出し，上位 5地域と下位 5地域の医療費およ
び在宅医療費の伸び率を分析した。加えて，上
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位地域の平均と下位地域の平均の対比（以下，
平均比）について分析した。これらの分析結果
について考察を進めることで，在宅医療の発展
と医療費の伸び率との関係について検証した。
最後に，本分析の限界と今後の研究課題につい
て言及した。

Ⅲ　結　　　果

（ 1）　医療費と在宅医療費の推移（表 1）
　この 6年間で，「診療所」の増加数（率）は
1,378施設（1.4％）増加したのに対し，「在支
診」は11,260施設から14,188施設へと2,928施
設（26％）増加し，診療所全体よりも19倍増加
したが，「在宅医療診療所」は47施設（0.1％）
の増加に留まっていた。また，「病院」は，こ
の 6年間で301施設（－3.4％）減少したが，特
に「在宅医療病院」が329施設（－ 6 ％）減少
したので，医療施設全体の中で最も減少幅が大
きいことがわかった。
　国全体の医療費と在宅医療費の関係を明確化
するために，この 6年間の「医療費」の推移と
「医療費」に占める「在宅医療費」の割合につ

いて推計した。「全医療費」は，この 6年間で
34兆円8084億円から38兆5850億円に増加し，額
は 3兆7766億円（10.8％）で，全医療費に占め
る「在宅医療費」の割合は8702億円（2.5％）
から 1兆2347億円（3.2％）に増加し，額（率）
は3645億円（41.9％）であった。「入院医療
費」は，12兆8248億円から14兆3754億円に増加
し，額（率）は 1兆5506億円（12.1％）であっ
た。入院医療費に占める「在宅医療費」の割合
は128億円（0.1％）から288億円（0.2％）に増
加し，額（率）は160億円（125.0％）であった。
また，「外来医療費」は13兆1347億円から13兆
4376円に増加し，額（率）は3029億円（2.3％）
であった。外来医療費に占める「在宅医療費」
の割合は6173億円（4.7％）から8600億円（6.4
％）に増加し，額（率）は2427億円（39.3％）
であった。
　また，「全医療費」は10.8％増加したのに対
し，全医療費に占める「在宅医療費」の割合が
41.9％増加したので，「全医療費」の伸び率に
比べて「在宅医療費」の伸び率が約 4倍大きく，
特に外来医療費に占める「在宅医療費」の伸び
率が入院医療費の「在宅医療費」よりも約 3倍
大きいことが判明した。

（ 2） 　在宅医療施設の増加率と医療費
の伸び率の相関（表 2）

　この 6年間で「在支診」は平均で
21％（±14）増加した他方で，「在宅
医療診療所」は－2.1％（±6.2），「在
宅医療病院」は－3.1％（±7.2）減少
していた。また，「全医療費」は9.5％
（±2.1），「入院医療費」は10.5％

（±2.9），「外来医療費」は
1.6％（±2.1）増加した。
　したがって，この 6年間で
「在支診」のみが極端に増加し
たが，都道府県間のバラつきも
大きいことがわかった。また，
医療費は， 3指標ともに増加傾
向にあり，特に「入院医療費」
が「外来医療費」よりも 5倍大

表 1　2008年と2014年の医療施設と医療費の概要
2008年 2014年 増加額（率）

診療所 99 083(100.0) 100 461(100.0) 1 378(  1.4)
　在支診 11 260( 11.4) 14 188( 14.1) 2 928( 26.0)
　在宅医療診療所 38 431( 38.8) 38 478( 38.3) 47(  0.1)
病院 8 794(100.0) 8 493(100.0) △301(△3.4)
　在宅医療病院 5 467( 62.2) 5 138( 60.5) △329(△6.0)
全医療費 348 084(100.0) 385 850(100.0) 37 766( 10.8)
　在宅医療費 8 702(  2.5) 12 347(  3.2) 3 645( 41.9)
入院医療費 128 248(100.0) 143 754(100.0) 15 506( 12.1)
　在宅医療費 128(  0.1) 288(  0.2) 160(125.0)
外来医療費 131 347(100.0) 134 376(100.0) 3 029(  2.3)
　在宅医療費 6 173(  4.7) 8 600(  6.4) 2 427( 39.3)
注　単位は医療施設が「施設」，医療費が「億円」，括弧は％である。

表 2　 6指標の相関行列

幾何平均±
標準偏差

（ 1）
在支診

（ 2）
在宅医療
診療所

（ 3）
在宅医療
病院

（ 4）
全医療費

（ 5）
入院
医療費

（ 6）
外来
医療費

（ 1）在支診 21.0±14.1 -
（ 2）在宅医療診療所 -2.1± 6.2 0.43** -
（ 3）在宅医療病院 -3.1± 7.2 0.07 0.29* -
（ 4）全医療費 9.5± 2.1 0.60** 0.50** 0.24 -
（ 5）入院医療費 10.5± 2.9 0.53** 0.50** 0.27 0.90** -
（ 6）外来医療費 1.6± 2.1 0.43** 0.33* 0.08 0.74** 0.51** -
注　**ｐ＜0.01，*ｐ＜0.05
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きいことが確認された。
　次に，これらの指標の関係を解明するために
相関行列の算出と順位相関係数の検定を実施し
た結果，以下の項目で有意差が認められた。 1
つ目に，「在支診」は，医療費 3項目に対して
正の相関があり，相関係数は「全医療費」が
0.60，「入院医療費」が0.53，「外来医療費」が
0.43であった。 2つ目に，「在宅医療診療所」
は，医療費 3項目に対して正の相関があり，相
関係数は「全医療費」が0.50，「入院医療費」
が0.50，「外来医療費」が0.33であった。なお，
「在宅医療病院」には，弱い正の相関がみられ
たが，統計学的な有意差は認められなかった。
　医療費は「在支診」と「在宅医療診療所」に
対して正の相関があるが，特に「在支診」に対
して強い相関があることが認められた。

（ 3）　重回帰分析（表 3）
　これまで在宅医療の発展が医療費抑制に寄与
すると期待されていることから，「全医療費」
は「在支診」の減少関数と仮定し，説明変数
（X1）の符号が負になることを想定したが，
結果は正に有意で自由度調整済み決定係数が
0.372と全指標の中で最も高く説明力があるこ
とがわかった。次に，「入院医療費」は，（X1）
の符号が負になることを期待したが，結果は正
に有意で自由度調整済み決定係数が0.344であ
る程度説明力があることがわかった。なお，
（X2）と（X3）は有意差が認められなかった。
さらに，「外来医療費」については，「在支診」
が発展している地域ほど，「外来医療費」の伸
び率が抑制されることが想定されるため（X1）

の符号が負になることを予測したが，結果は正
に有意で自由度調整済み決定係数が0.143と最
も低かった。

（ 4）　都道府県からみた在支診の増加率と医療
費の伸び率の関係（表 4）

　まず，在支診の増加率についてみると，上位
地域は沖縄県67.2％，大阪47.3％，千葉県
44.2％，奈良県42.0％，岐阜県41.5％の順で，
平均で47.6％（±10.8）増加していた。他方，
下位地域は最下位から福井県△0.5％，宮崎県
△0.9％，高知県0.0％，香川県6.8％，山形県
7.4％の順で，平均で1.5％（±5.4）であった。
したがって，上位地域と下位地域の平均比は
31.7倍であることが明確になった。
　次に，医療費および在宅医療費の伸び率につ
いて分析した。上位地域では「全医療費」の平
均が12.2％（±0.9），全医療費内の「在宅医療
費」が43.7％（±1.2）増加しているのに対し，
下位地域では「全医療費」の平均が8.7％

表 3　重回帰分析の結果
全医療費 入院医療費 外来医療費

（Ｘ1）在支診 0.067** 0.089* 0.058**
(0.021) (0.029) (0.002)

（Ｘ2）在宅医療診療所 0.094 0.122
(0.047) (0.116)

（Ｘ3）在宅医療病院 0.071
(0.055)

（Ｘ0）定数項 0.085** 0.096* 0.004
(0.006) (0.007) (0.005)

自由度調整済み決定係数 0.372 0.344 0.143

注　括弧は標準誤差，**ｐ＜0.01，*ｐ＜0.05

表 4　 都道府県別にみた在支診の増加率と医療費および在宅医
療費の伸び率

順位 都道
府県 在支診

在宅医療費 在宅医療費 在宅医療費

全医療費 入院医療費 外来医療費

1 沖縄 67.2 43.5 127.9 39.9
12.1 14.0 2.8

2 大阪 47.3 43.6 129.0 36.6
12.2 14.5 0.3

3 千葉 44.2 45.5 128.2 44.3
13.7 14.1 5.9

4 奈良 42.0 43.6 128.3 40.8
12.2 14.2 3.4

5 岐阜 41.5 42.2 125.1 41.0
11.1 12.6 3.6

幾何平均±
標準偏差 47.6±10.8

43.7±1.2 127.7±1.5 40.4±2.8
12.2±0.9 13.8±0.8 2.3±2.0

43 山形 7.4 38.4 118.1 37.5
8.1 9.1 1.0

44 香川 6.8 38.2 116.3 36.4
8.0 8.2 0.2

45 高知 0.0 38.5 116.7 35.0
8.2 8.4 △0.9

46 宮崎 △0.9 41.6 122.7 40.4
10.6 11.3 3.1

47 福井 △0.5 39.5 126.0 37.3
9.0 10.3 9.0

幾何平均±
標準偏差 1.5±5.4

39.2±1.4 118.9±2.7 37.3±2.0
8.7±1.1 9.4±1.4 0.8±1.5

平均比 31.7 1.1 1.1 1.1
1.4 1.5 2.9

注　数値は％である。
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（±1.1），「在宅医療費」の平均が39.2％
（±1.4）増加しており，上位地域と下位地域
の平均比を見ると「全医療費」では1.4倍，「在
宅医療費」では1.1倍上位地域の方が大きかっ
た。また，上位地域の「入院医療費」は平均で
13.8％（±0.8），「在宅医療費」は平均で127.7
％（±1.5）増加したのに対し，下位地域の
「入院医療費」は平均で9.4％（±1.4），「在宅
医療費」の平均が118.9％（±2.7）増加してお
り，上位地域と下位地域の平均比をみると「入
院医療費」では1.5倍，「在宅医療費」では1.1
倍上位地域の方が大きかった。さらに，上位地
域の「外来医療費」の平均は2.3％（±2.0），
「在宅医療費」の平均が40.4％（±2.8）の増
加したのに対し，下位地域の「外来医療費」の
平均は0.8％（±1.5），「在宅医療費」の平均は
37.3％（±2.0）で，上位地域と下位地域の平
均比較をみると「外来医療費」では2.9倍，「在
宅医療費」では1.1倍大きい。
　これらの分析結果より，在支診の増加率が上
位の地域は，下位の地域よりも全医療費が1.4
倍，入院医療費が1.5倍，外来医療費が2.9倍大
きいことに加えて各医療費に占める在宅医療費
の伸び率がともに1.1倍ほど大きい。これらの
ことから，在支診の増加率が高い地域ほど医療
費と在宅医療費の伸び率が高い傾向にあること
が明らかになった。

Ⅳ　考　　　察

　本研究では，「在支診」の発展と医療費の伸
び率との関連について分析したが，分析結果か
ら在支診の増加率が高い地域ほど医療費が上昇
する恐れがあると解釈できる。ここでは，次の
四つの事実に基づいて医療費上昇の要因につい
て検討する。
　第一に，この 6年間で「在支診」が26％増加
する他方で，全医療費が10.8％増加し，さらに
は全医療費に占める在宅医療費が41.9％と大幅
に増加したことである。一般の診療所の多くが
「在支診」を中心に在宅医療分野に積極的に参
入してきた経緯と医療費の上昇との間には何ら

かの関係が存在すると解釈できる。これらの状
況を概観する限り，在支診の発展が国全体の医
療費抑制に寄与するとは考えられない。
　第二に，「在支診」と医療費 3指標との間で
正の相関が認められたことである。「在支診」
の増加率が高い地域では医療費の伸び率が高く，
他方の低い地域では医療費の伸び率が低い関係
にあるため，「在支診」の発展と医療費抑制は
相反する関係にあるといえる。
　第三に，重回帰分析の結果より，在支診の増
加率が医療費の伸び率に正の影響を及ぼしてい
ることが判明したことである。表 3で示された
ように，「在支診」は全医療費に対して正に有
意であり，加えて自由度調整済み決定係数が
0.372と最も高い。これは，医療費の高騰に及
ぼす影響の約 4割が，「在支診」の増加率に
よって説明できることを意味しているが，「在
支診」は在宅医療施設の中で医療費の中での伸
び率に影響する最大の要因である可能性がある。
この「在支診」の増加を促した「診療報酬」に
注視すべきである。
　第四に，「在支診」の増加率が高い地域と低
い地域では，全医療費の伸び率が1.4倍，入院
医療費の伸び率が1.5倍，外来医療費で2.9倍の
差があるということである。したがって，この
6年間で，「在支診」が急増した地域ほど医療
費が顕著に上昇していると解釈できる。これま
で医療分野では，価格メカニズムが働かないと
いわれてきたが，「診療報酬」の引き上げが在
宅医療の発展を促進する経済的誘因となること
が指摘されている14）15）。また，医療費が上昇す
る要因として医師を含めた供給が需要を誘発す
る問題が議論されてきたが，在宅医療では「在
支診」の創設が発端となって，供給側が需要側
を誘発し，医療費を高騰させている可能性があ
る16）。先の研究では，他科の診療所よりも在宅
医療の方が経営収支も良く効率的であることや，
医療の目的を逸脱して営利主義に走ることへの
懸念が示されている17）18）。診療報酬は供給側に
与えるインパクトが非常に大きく一定の方向に
導く効果があるが，その反動で医療費高騰の弊
害も招いている19）。このような事態を懸念した
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厚生労働省は，2014年の診療報酬改定で，特定
施設に対する在宅医療の診療報酬を大幅に減額
することで過剰供給を制限する応急措置を取っ
た。これらのことから，特定分野への診療報酬
の極端な引き上げは，医療費高騰という計画経
済の失敗を生じさせる恐れがあることを教訓に
すべきである20）。
　以上，「在支診」が増加している地域ほど医
療費の伸び率が上昇する可能性があることを解
明したが，今回の分析にはいくつか限界がある
ことも指摘したい。 1つ目に，在宅医療施設の
増加率と医療費の伸び率に限定した分析である
ことである。医療費高騰に影響を及ぼす要因に
は，従来から人口の高齢化や医療技術の進歩等
との関係が指摘されている21）22）。このため，今
後はこれらの変数も含めて多面的に検証するこ
とが必要である。 2つ目に，都道府県別の在宅
医療費の割合と伸び率の算出に全国平均を利用
したので，実際の在宅医療費が過小評価されて
いる可能性がある。そのため推計の精度をあげ
るためには，各都道府県の社会医療診療行為別
統計のデータを入手し，在宅医療に関わる診療
費を算出すること，さらには二次医療圏まで踏
み込んで詳細に分析することが求められる。 3
つ目に，在宅療養支援病院，訪問看護，在宅介
護，介護施設，高齢者住宅等を含めて分析して
いない。このため，これらのデータを整備し，
検証を重ねることが必要である。しかしながら，
今回の分析結果から得られた知見が否定される
訳ではなく，在支診の増加と医療費の伸び率と
の間に正の相関があることには変わりはない。

Ⅴ　お　わ　り　に

　「在支診」の発展と医療費の伸び率には，正
の相関があることが明確になった。この 6年間
で，在支診が急増するとともに医療費が高騰し，
医療費に占める在宅医療費の割合も拡大してい
た。在支診が増加している地域ほど医療費の上
昇が見られたので，「在支診」の発展が医療費
抑制に寄与するとはいえない。したがって，在
宅医療の発展を急ぐあまり，診療報酬を極端に

引き上げると供給が需要を誘発させて，医療費
を高騰させる可能性があるため，これらの因果
関係の解明に向けて検証することを今後の研究
課題とする。
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